別記１
地震防災規程
（目的）
第１条　この規程は、大規模地震対策特別措置法に基づき、東海地震に係る警戒宣言が発令された場合にとるべき応急措置等に関する必要な事項を定めるものとする。
（地震予知対応策に伴う情報の収集伝達）
第２条　東海地震注意情報を知った利用者等は、直ちに施設内の関係者にその事実を知らせ、防火管理者（自衛消防組織）は警戒宣言発令時に備える。
２　大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられたことを知った利用者は、直ちに防火管理者（自衛消防組織）にその事実を知らせる。
（警戒宣言時の活動）
第３条　施設関係者（自衛消防組織）は、警戒宣言が発せられたことを知ったときは、防火管理者の指揮下に、次に定める応急対策を行う。
	対　策　内　容
	担　当　責　任　者

	施設利用者への情報伝達及び避難誘導
出火防止措置
　火器使用器具の使用停止
　ボイラー等のバルブ閉止、燃料停止の確認
　ボンベ、燃料タンクの固定確認
水の汲み置き、消火器の準備
収容物等の転倒、落下防止
非常持出品の準備
（医薬品、携帯ラジオ、飲料水、その他必要なもの）
その他必要な措置
	＿＿防火管理者＿＿


　
２　指定避難場所（別図第２）への避難は、防災機関の命令又は自衛消防隊長の命令により行う。
⑴　当該施設の指定避難場所（別図第２）は、　○○小学校　等　　である。
防火管理者は、指定避難場所（別図第２）の位置及び施設からの避難経路を示す図面を＿＿＿　　　に掲示するほか、警戒宣言が発せられたとき施設内にいる利用者に対し、同避難場所の位置及び施設からの避難経路、方向を知らせる。　
⑵　施設関係者は、第３条に定める対策をとったときは、防火管理者に報告した後、防火区画及びシャッター等の開口部を閉め、指定避難場所（別図第２）へ避難する。

（時間外の対策）
第４条　利用時間外に警戒宣言が発せられたことを知ったときは、防火管理者は、第３条に掲げる対策をとり、対策をとった後は、シャッター等の開口部を閉め、指定避難場所（別図第２）へ避難する。
　
（警戒宣言にかかる教育、訓練及び広報）
第５条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。
⑴　防火管理者は、施設の利用者等に対して地震防災上必要な教育を行うとともに関係機関が行う防災教育を受けさせるものとする。
　⑵　防火管理者は、施設利用者に対して大規模な地震に係る防災訓練を年１回以上行うほか、関係機関が行う防災訓練に参加させるものとする。
附　則
　この規程は、　　　　年　　月　　日から施行する。
別図第２
（例）　指定避難場所・指定津波避難場所【○○○○株式会社】
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